
2022年６月１０日

株 主 各 位 (証券コード 1443)
東 京 都 千 代 田 区 神 田 東 松 下 町 1 7 番 地
技 研 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

代表取締役社長 佐 々 木 　 ベ ジ

１．日 時 2022年６月２５日（土曜日）午後４時
２．場 所 東京都千代田区神田東松下町17番地

　フリージアグループ　本社ビル　1階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第５期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事

業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第５期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計
算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案
第3号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件

４.
本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」および
「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第19条の
規定 に 基 づき 、 インターネット 上 の 当社 ウェブサイト

その他招集にあたっての決定事項（インターネット開示事項）

第５期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社第５期定時株主総会を下記により開催いたします。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきまして
は、可能な限り当日のご出席をお控えいただき、書面により事前の議決権行使を
いただきますようお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月２４日(金曜日)午後５時
までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記
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(http://www.giken-hd.co.jp)に掲載いたしております。
従いまして、本招集ご通知提供書面は、監査報告を作成するの
に際して、監査等委員会及び会計監査人が監査をした連結計算
書類または計算書類の一部であります。

　
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご
提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.giken-
hd.co.jp)に掲載させていただきます。

＜新型コロナウイルス感染防止への当社対応について＞

　新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、株主さまの安全を第一に
考え、第5期定時株主総会の開催方針を、以下のとおりとさせていただきます。
　株主の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、感染リスクを避けるため、今
回の株主総会については当日のご来場を見合わせ、書面により議決権行使をされ
ることを強くご推奨申しあげます。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申
しあげます。

１. 株主さま同士のお席の間隔を広く取るため、十分な席数を確保できない可
能性があります。

２. 新型コロナウイルス感染拡大低減のため、ご来場なさらずとも書面による
議決権行使が可能となっております。

３. ご来場の株主さまにおかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マ
スク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申しあげます。

４. 本株主総会会場におきましては、株主総会当日の状況に応じて、運営スタ
ッフのマスク着用など、感染予防措置を講じております。

５. 会場内に消毒液を設置いたしますので、適宜ご利用ください。

　今後、株主総会当日までの状況変化とその対応につきましては、上記の当社ウ
ェブサイトにてお知らせいたします。
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（ 2021年４月　1日から
2022年３月31日まで ）

年 度 別 前期繰越受注高 受注高 売上高 次期繰越受注高

前連結会計年度 3,497,787 9,115,910 9,361,193 3,252,503

当連結会計年度 3,252,503 7,828,652 8,179,512 2,901,643

増 減 △245,283 △1,287,257 △1,181,681 △350,859

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種が全国的に進んでいますが、変異株による感染拡大が繰り返し起
き、未だ多くの感染者が報告されるなど、厳しい状況で推移しました。ま
た、ウクライナ情勢による資源価格の上昇や金融資本市場の変動などを注視
する必要があり不透明な状況が続いております。
　当社グループが属する建設業界におきましては、防災減災・国土強靭化関
連の公共建設投資は高水準で推移し、民間建設投資は持ち直しの動きがみら
れるものの、労務単価、建設資材の価格高騰等の影響が懸念される状況にあ
ります。
　このような中、当社グループは、社会資本整備の一翼を担う企業集団とし
て、自然災害の復旧支援、医療施設の改修事業等、国民の安全と豊かな暮ら
しの土台形成のための事業展開を行ってまいりました。この結果、受注高に
おいては前年度の災害復旧工事による受注高の減少により前期比14.1％減の
7,828百万円、売上高につきましては前期比12.6％減の8,179百万円、営業
利益につきましては、前期比18.2％減の982百万円、経常利益につきまして
は前期比14.2％減の1,033百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期
比37.4％減の466百万円となりました。

　当社グループの前期繰越受注高、受注高、売上高、次期繰越受注高は次の
とおりであります。

（単位：千円）
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年 度 別 前期繰越受注高 受注高 売上高 次期繰越受注高

前連結会計年度 885,693 3,234,382 3,164,096 955,978

当連結会計年度 955,978 2,796,247 3,165,055 587,171

増 減 70,285 △438,135 958 △368,807

年 度 別 前期繰越受注高 受注高 売上高 次期繰越受注高

前連結会計年度 2,116,643 3,372,073 3,522,821 1,965,895

当連結会計年度 1,965,895 3,332,964 3,240,177 2,058,682

増 減 △150,747 △39,109 △282,643 92,787

年 度 別 前期繰越受注高 受注高 売上高 次期繰越受注高

前連結会計年度 340,697 2,464,831 2,602,423 203,105

当連結会計年度 203,105 1,658,022 1,712,997 148,129

増 減 △137,592 △806,808 △889,425 △54,975

事業部門別の業績の状況は次のとおりであります。

【土木関連事業】
　法面保護工事が主体の当事業は、台風や集中豪雨に伴う復旧工事の受注
が減少した結果、前期比13.5％減の2,796百万円となったものの、前期繰
越工事及び当期受注工事が順調に進捗した結果、売上高は前期比同等の
3,165百万円、利益面においては、採算性の高い案件に絞った選別受注が
できたことで営業利益は前期比同等の614百万円となりました。

（単位：千円）

【建築関連事業】
　医療施設向けの放射線防護、電磁波シールド工事等が主体の当事業は、
業界内での当社グループの優位性を背景とした営業活動に邁進した結果、
受注高は、前期比同等の3,332百万円となったものの、新型コロナウイル
スによる工事遅延が影響したことから売上高は前期比8％減の3,240百万
円、営業利益におきましては、前期比16.6％減の435百万円となりまし
た。

（単位：千円）

【型枠貸与関連事業】
　消波根固ブロック製造用型枠の賃貸及びコンクリート二次製品の販売が
主体の当事業は、前期ほどの豪雨災害等の災害特需が見込めなかったこと
から売上高は34.1％減の1,712百万円となり、営業利益につきましては
31.3％減の287百万円となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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年 度 別 前期繰越受注高 受注高 売上高 次期繰越受注高

前連結会計年度 154,753 44,622 71,852 127,523

当連結会計年度 127,523 41,418 61,282 107,659

増 減 △27,229 △3,204 △10,570 △19,863

【その他】
　その他の分野には、不動産賃貸事業、海外での事業等をまとめてその他
としております。その他事業全体の売上高は61百万円、営業利益において
は20百万円となりました。

（単位：千円）

⑵ 設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資総額は、約392百万円となりました。
設備投資の主なものは、鋼製型枠と不動産の取得に係るものであります。

⑶ 資金調達の状況
　当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借
入金として11億65百万円の調達を実施いたしました。

⑷ 対処すべき課題
　今後のわが国経済は、ロシアとウクライナの戦争の影響や、円安といっ
た外的要因、新型コロナウイルスの変異株の蔓延など、経済の回復までは
一進一退で推移するものと思われます。
　建設業界におきましては、災害復旧を含めた国土強靭化のための一定程
度の予算は確保されているものの、感染症対策等に多額の予算計上がなさ
れることから減少は免れないものと思われます。また、民間建設投資にお
いても企業収益の減少により設備投資計画の見直し等により低水準で推移
すると思われます。
　このような状況のもと、当社グループは予想される過当競争に打ち勝つ
べく、各事業の特異としている技術を活かした研究開発を推し進め、市場
における優位性を高めてまいります。また、グループ企業との連携による
一気通貫を用い、価格競争力を高め、これまで以上の徹底した原価管理を
推し進め、安定した収益の確保と強固な経営基盤の創出に取り組み、社会
貢献企業としての存在価値を高めていく所存でおります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう
お願い申しあげます。
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項 目 第 2 期
（2018年度）

第 3 期
（2019年度）

第 4 期
（2020年度）

第 5 期
当連結会計年度
（2021年度）

百万円 百万円 百万円 百万円
売 上 高 9,455 10,008 9,361 8,179

百万円 百万円 百万円 百万円
経 常 利 益 754 1,205 1,206 1,033

百万円 百万円 百万円 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 423 656 746 466

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 26円11銭 40円40銭 45円98銭 28円74銭

百万円 百万円 百万円 百万円
総 資 産 12,348 12,745 16,288 15,975

百万円 百万円 百万円 百万円
純 資 産 7,548 8,140 9,376 9,884

⑸ 財産及び損益の状況の推移

（注）1.1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
　　　2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年3月31日)等を当連結会計　　　

年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

技 研 興 業 株 式 会 社 百万円
1,120

％
100.0

土木、建築工事及び消波
根固ブロックの製造用型
枠の貸与ならびに販売

日 動 技 研 株 式 会 社 百万円
85

％
100.0

建設資材のレンタル
及び販売

特定完全子会社の名称 技研興業株式会社

特定完全子会社の住所 東京都千代田区神田東松下町17番地

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額 6,857百万円

当社の総資産額 10,930百万円

⑹ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

（注）1.川崎建鉄株式会社は2022年2月21日をもって、解散いたしました。
　　　２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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⑺ 主要な事業内容（2022年3月31日現在）
① 土木関連事業

法面保護、急傾斜地対策等の土木工事
② 建築関連事業

放射線・電磁波シールド、電波吸収体関連の建築工事及び関連する建
築工事用資材等の販売

③ 型枠貸与関連事業
消波根固ブロック製造用型枠の賃貸、建設資材のレンタル及びコンク
リート二次製品・土木関連資機材の販売ならびに設計コンサルタント

④ その他
海外事業、事務所用テナントビル等の賃貸収入、太陽光等による発電
及び売電事業等

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 千 代 田 区

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 千 代 田 区
杉 並 営 業 所 東 京 都 杉 並 区
札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市
東 北 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市
関 東 営 業 所 東 京 都 杉 並 区
神 奈 川 営 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市
北 陸 営 業 所 新 潟 県 新 潟 市
関 西 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市
近 畿 中 四 国 営 業 所 高 知 県 高 知 市
九 州 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市
総 合 技 術 研 究 所 東 京 都 八 王 子 市

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 千 代 田 区
東 京 営 業 所 東 京 都 中 野 区
仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市
関 西 営 業 所 滋 賀 県 栗 東 市

⑻ 主要な営業所及び工場（2022年3月31日現在）
① 当社

② 子会社の主要な事業所
　　技研興業㈱

　　日動技研㈱
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使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

142名 △20名

借 入 金 借 入 額

株 式 会 社 東 京 ス タ ー 銀 行 1,006百万円

芝 信 用 金 庫 　　　　　　　　　　　857

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 　　　　　　　　　　　　　　600

株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　450

⑼ 使用人の状況（2022年3月31日現在）
企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は、就業人員数であります。

⑽ 主要な借入先（2022年3月31日現在）

⑾ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴ 発行可能株式総数 50,000,000株

⑵ 発行済株式の総数 16,237,977株

⑶ 株主数 6,279名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

フ リ ー ジ ア ・ マ ク ロ ス 株 式 会 社 4,333,600株 26.69％

夢 み つ け 隊 株 式 会 社 3,621,000株 22.30％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 321,000株 1.97％

楽 天 証 券 株 式 会 社 235,800株 1.45％

佐 藤 記 和 222,000株 1.36％

武 井 博 子 199,000株 1.22％

フリージアトレーディング株式会社 179,000株 1.10％

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 150,000株 0.92％

大 島 　 勇 147,000株 0.90％

フ リ ー ジ ア ハ ウ ス 株 式 会 社 131,000株 0.80％

２. 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

⑷ 大株主の状況

（注）持株比率は自己株式（2,150株）を控除して計算しております。
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３. 会社の新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

　該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 々 木 　 ベ 　 ジ

技研興業㈱代表取締役兼管理本部長
フリージア・マクロス㈱取締役会長
㈱ピコイ代表取締役
夢みつけ隊㈱代表取締役
Dito MeHoldings Co.,LTD 董事長
㈱セキサク代表取締役
フリージアホールディングス㈱代表取
締役
㈱ユタカフードパック代表取締役
ソレキア㈱取締役顧問
㈱協和コンサルタンツ取締役
㈱ラピーヌ代表取締役

取 締 役 高 橋 　 基 技研興業㈱執行役員

※ 取 締 役
( 監  査  等  委  員 ) 野 　 中 　 信 　 敬 技研興業㈱取締役（監査等委員）

大島総合法律事務所パートナー弁護士

※ 取 締 役
（ 監  査  等  委  員 ） 小 　 畑 　 　 　 元

技研興業㈱取締役（監査等委員）
フリージアマクロス㈱取締役(監査等委
員）
㈱小畑設計顧問

※ 取 締 役
（ 監  査  等  委  員 ） 多 　 胡 　 英 　 文 技研興業㈱取締役（監査等委員）

㈱レオマックス代表取締役

４. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役の状況（2022年3月31日現在）

(注) １. ※は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２. 当社は、取締役多胡英文氏を東京証券取引所の上場規程で定める「独立役員」とし

て同取引所に対して届出を行っております。
３. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じ

た組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことか
ら、常勤の監査等委員を選定しておりません。

⑵ 取締役および監査等委員である取締役の報酬等
　取締役および監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された内
容および金額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。
　2018年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役の報酬限度額
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は月額1,500万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、監
査等委員である取締役の報酬限度額は、月額300万円以内と決議いただいて
おります。当該決議に係る取締役の員数は3名（うち、社外取締役2名）、
監査等委員である取締役の員数は3名（うち、社外取締役は3名）でありま
す。

①　役員報酬の内容の決定に関する方針等
　持続的な成長及び中長期的な企業価値向上のため、当社の取締役（監査
等委員である取締役を除く）の報酬等は、職責、業績、貢献度を適切に反
映した役員報酬水準であること及び、持続的成長に不可欠な人材を確保で
きる報酬とすることを基本方針としております。
　また、役員個別の報酬額の算出については、代表取締役に一任する旨が
取締役会にて決議されており、報酬に関する内容および算出根拠等が、適
切に行使されるよう、社外取締役に諮問し答申を得るものとしておりま
す。　代表取締役に委任した理由として、当社グループの業績を俯瞰しつ
つ、各取締役の職責を客観的に評価できる立場であると判断し、決定して
おります。

②　報酬構成及び支払時期等
　取締役、社外取締役ともに、職責の大きさに応じた役位ごとの固定報酬
とし、固定報酬を12等分した定額を、毎月金銭にて支給しております。
　また、固定報酬の改定は、役位や役割が変更する場合、業績及び経営環
境を鑑みて、実施することを基本とし、改定時期は毎年定時株主総会終結
の翌月としております。

③　当事業年度にかかる取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別
の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
　当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容
について、決定方針に沿う手続きを経て取締役（監査等委員を除く）の個
人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針
に沿うものであり、相当であると判断しております。
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区 分
報 酬 等
の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数固 定 報 酬

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） 495千円 1名

社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 5,427千円 2名

合 計 5,922千円 3名

⑶ 取締役の報酬等の総額

(注) １. 上記取締役の支給人員については、無報酬の取締役（監査等委員を除く）1名ならび
に無報酬の監査等委員である取締役1名は除いております。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第1期定時株
主総会において、月額1,500万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな
い）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名
（うち、社外取締役は2名）です。

３. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第1期定時株主総
会において、月額300万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結
時点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち、社外取締役は3名）です。

⑷ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者（または社外役員）の兼職状況及び当該兼職先

と当社の関係
・取締役（監査等委員）野中信敬氏は、大島総合法律事務所のパートナー

弁護士であります。
　当社と同事務所との間には、特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）小畑元氏は、フリージアマクロス㈱取締役（監査

等委員）および㈱小畑設計顧問であります。
　当社と両社との間には、特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）多胡英文氏は、㈱レオマックス代表取締役であり

ます。
　当社と同社との間には、特別の利害関係はありません。
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区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役
(監査等委員) 野 中 　 信 敬

当事業年度に開催された取締役会全10回および、監査等委員
会委員長として監査等委員会全5回全てに出席し、適宜、必要
な発言を行っております。
また、社外取締役としての独立的立場から、業務の執行を監
督し、法律に関する専門的な知識と経験を活かし、企業経営
の適正性、ガバナンスの強化に取り組んでおります。

取 締 役
(監査等委員) 小 畑 　 　 元

当事業年度に開催された取締役会全10回および、監査等委員
会全5回全てに出席し、適宜、必要な発言を行っております。
また、社外取締役としての独立的立場から、業務の執行を監
督し、秋田県大館市市長を務めた豊富な経験を活かし、社会
における企業の役割、適正性の確保について、提言いただい
ております

取 締 役
(監査等委員) 多 胡 　 英 文

当事業年度に開催された取締役会全10回および、監査等委員
会全5回全てに出席し、適宜、必要な発言を行っております。
また、社外取締役、独立役員としての立場から、業務の執行
を監督し、企業経営者としての豊富な経験を活かし、コンプ
ライアンス体制の確保に取り組んでおります。

② 当事業年度における主な活動状況

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第

423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定

める最低責任限度額としています。
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５. 会計監査人の状況
⑴ 会計監査人の名称　　　　　清流監査法人

⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　報酬等の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,000千円
②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,000千円
(注) 1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積り算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上、会
計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

⑶ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある
と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案を株主総会に上程する方針です。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、取締役会において会社の業務の適正性等を確保するための内部統
制システムの構築の基本方針を以下のとおり決定し、社内規程及びシステム
全般に亘る見直しを適宜行い、以下の基本方針に沿って整備・運用しており
ます。
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制
　当社グループは、取締役、使用人が遵守すべき規範として「技研ホール
ディングス行動憲章」を制定し、法令・定款及び経営理念を遵守した行動
を取るための行動規範とします。また、その徹底を図るため、全社のコン
プライアンスの取り組みを横断的に統括することとしております。

② 職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
　職務執行に係る情報の保存及び管理に関する規則を作成し、それに基づ
き管理を行い、取締役は常時閲覧可能とします。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリス
クについては、当社及び各子会社にて規則・ガイドラインを制定し、配布
並びに教育等を行います。また、組織横断的リスク状況の監視及び全社的
対応は管理本部が行い、適時かつ正確なリスク情報が取締役に報告される
体制を維持しています。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制
　代表取締役及び関係する取締役は、子会社にて開催される活性化会議に
出席し、各社の業務執行を管理します。また、毎月度、当社取締役会にお
いて計画達成状況及び財務状況の報告を受ける管理体制を構築していま
す。

⑤ 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人に関する体制
　当社の現状を勘案し、当面特定の監査等委員である取締役の補助人の設
置はしませんが、監査等委員会が業務補助を必要と認めた場合は監査等委
員である取締役の補助にあたらせます。
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⑥ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性
に関する事項
　監査等委員である取締役より命令を受けた使用人は、監査等委員である
取締役の補助業務遂行について、取締役はその独立性について認識すると
ともに、関係者にも周知徹底させるものとします。

⑦ 当社及び子会社からなる企業集団の取締役及び使用人が当社の監査等委
員である取締役に報告するための体制
1.監査等委員である取締役が出席する会議、閲覧する資料、監査等委員会
に定期的に報告する事項、臨時的に報告する事項等を整理し体制を整備
するものとします。
2.当社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員である取締役に対して、
法的事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果と改
善状況、内部通報制度を利用した通報の内容及び状況、その他監査等委
員である取締役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項に
ついて、速やかに報告、情報を提供することとします。
3.当社の子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員である取締役か
ら業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適
切な報告を行うこととします。

⑧ 当社の監査等委員である取締役へ報告した者が当該報告をしたことを理
由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
　監査等委員である取締役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当
該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その
旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。

⑨ 当社監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又
は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項
　監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し、会社
法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求
に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要で
はないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたし
ます。
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⑩ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制
　監査等委員である取締役と取締役等との定期的な意見交換会並びに監査
等委員である取締役と会計監査人及び内部監査部門等との連携をとり、実
効的な監査が実施できる体制を整えます。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関
係を持たないことを基本方針とし、全ての取締役、従業員に対して、反社
会的勢力及びこれらと関係のある個人や団体の利用、これらへの資金提供
や協力、加担など一切の関係を持つことを禁止しております。また、反社
会的勢力に対する対応は総務部が統括し、顧問弁護士及び特殊暴力防止対
策協議会等の外部専門機関と連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力
からの不当要求に対し適切に対処できる体制の整備・運用を図っておりま
す。

７. 会社の支配に関する基本方針
　買収防衛策等の方針について特に記載すべき事項はありません。

　（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨て、比率
その他については四捨五入により表示しております。
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（2022年3月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等
及 び 契 約 資 産

有 価 証 券

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

賃 貸 用 鋼 製 型 枠

機 械 装 置

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

7,424,246

3,600,225

3,152,800

249,854

390,078

36,682

△5,393

8,551,591

4,300,152

534,845

494,887

21,217

3,111,306

73,333

64,561

156,917

156,917

4,094,521

3,970,709

119,616

69,468

103,121

△168,394
　

流 動 負 債 3,208,895
支払手形・工事未払金等 1,928,600
1年内返済予定の長期借入金 291,944
リ ー ス 債 務 5,385
未 払 法 人 税 等 350,606
契 約 負 債 43,788
賞 与 引 当 金 46,038
工 事 損 失 引 当 金 1,003
そ の 他 541,528

固 定 負 債 2,882,431
長 期 借 入 金 2,622,420
リ ー ス 債 務 12,117
繰 延 税 金 負 債 185,609
退職給付に係る負債 43,236
そ の 他 19,048

負 債 合 計 6,091,327
純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,362,432
資 本 金 1,120,000
資 本 剰 余 金 1,473,840
利 益 剰 余 金 6,769,180
自 己 株 式 △589

その他の包括利益累計額 522,078
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 494,860
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 27,218

純 資 産 合 計 9,884,511
資 産 合 計 15,975,838 負 債 純 資 産 合 計 15,975,838

連 結 貸 借 対 照 表
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（ 2021年4月　1日から
2022年3月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額 金 額

売 上 高 8,179,512

売 上 原 価 6,304,259

売 上 総 利 益 1,875,253

販売費及び一般管理費 892,310

営 業 利 益 982,942

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,544

受 取 配 当 金 55,373

助 成 金 収 入 24,503

そ の 他 18,903 100,325

営 業 外 費 用

支 払 利 息 39,482

そ の 他 9,969 49,452

経 常 利 益 1,033,815

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 40,309

関係会社投融資評価損 145,409 185,718

税金等調整前当期純利益 848,096

法人税、住民税及び事業税 408,182

法 人 税 等 調 整 額 △26,768 381,414

当 期 純 利 益 466,682
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 466,682

連 結 損 益 計 算 書
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（ 2021年4月　1日から
2022年3月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,120,000 1,473,840 6,252,643 △522 8,845,961

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △16,236 △16,236
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 466,682 466,682

自 己 株 式 の 取 得 △66 △66
連結除外に伴う利益剰余金
の 増 減 額 66,091 66,091

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 516,537 △66 516,470

当 期 末 残 高 1,120,000 1,473,840 6,769,180 △589 9,362,432

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 522,418 8,495 530,914 9,376,875

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △16,236
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 466,682

自 己 株 式 の 取 得 △66
連結除外に伴う利益剰余金
の 増 減 額 66,091

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △27,557 18,722 △8,835 △8,835

連結会計年度中の変動額合計 △27,557 18,722 △8,835 507,635

当 期 末 残 高 494,860 27,218 522,078 9,884,511

連結株主資本等変動計算書
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（2022年3月31日現在）
（単位：千円）

　 資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 314,372 流 動 負 債 216,158

現 金 預 金 314,006 未 払 金 623

前 払 費 用 366 未 払 費 用 113,845

未 払 法 人 税 等 18,970

固 定 資 産 10,616,486 1年内返済予定の長期借入金 80,000

投 資 そ の 他 の 資 産 10,616,486 そ の 他 2,718

投 資 有 価 証 券 3,758,583 固 定 負 債 3,215,809

関 係 会 社 株 式 6,857,902 長 期 借 入 金 3,030,200

繰 延 税 金 負 債 185,609

負 債 合 計 3,431,967

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,067,805

資 本 金 1,120,000

資 本 剰 余 金 5,737,902

資 本 準 備 金 1,473,840

その他資本剰余金 4,264,062

利 益 剰 余 金 210,492

その他利益剰余金 210,492

　繰越利益剰余金 210,492

自 己 株 式 △589
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 431,085

純 資 産 合 計 7,498,891

資 産 合 計 10,930,859 負 債 純 資 産 合 計 10,930,859

貸　借　対　照　表
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（ 2021年4月　1日から
2022年3月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額 金 額

営 業 収 益 109,454

営 業 費 用

販売費及び一般管理費 52,492

営 業 利 益 56,962

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 45,501

そ の 他 164 45,666

営 業 外 費 用

支 払 利 息 26,641

そ の 他 7 26,649

経 常 利 益 75,979

税 引 前 当 期 純 利 益 75,979

法人税、住民税及び事業税 24,336

法 人 税 等 調 整 額 △2,546 21,789

当 期 純 利 益 54,189

損　益　計　算　書
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（ 2021年4月　1日から
2022年3月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
その他資本
剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,120,000 1,473,840 4,264,062 5,737,902 172,538 172,538 △522 7,029,919

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △16,236 △16,236 △16,236

当 期 純 利 益 54,189 54,189 54,189

自 己 株 式 の 取 得 △66 △66

株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － － － － 37,953 37,953 △66 37,886

当 期 末 残 高 1,120,000 1,473,840 4,264,062 5,737,902 210,492 210,492 △589 7,067,805

そ の 他 有 価
証 券 評 価 差
額 金

純資産合計

当 期 首 残 高 456,612 7,486,531

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △16,236

当 期 純 利 益 54,189

自 己 株 式 の 取 得 △66

株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

△25,526 △25,526

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △25,526 12,360

当 期 末 残 高 431,085 7,498,891

株主資本等変動計算書
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 悦 正 史
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 保 文 子

独立監査人の監査報告書
2022年6月3日

技研ホールディングス株式会社
　　　取締役会　御中

清流監査法人
　東京都港区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、技研ホールディングス株式会社の
2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、技研ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間
に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
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連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 悦 正 史
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 保 文 子

独立監査人の監査報告書
2022年6月3日

技研ホールディングス株式会社
　　　取締役会　御中

清流監査法人
東京都港区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、技研ホールディングス株式会
社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な
相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
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算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第5期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人清流監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。
⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人清流監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2022年6月4日
技研ホールディングス株式会社　監査等委員会

監査等委員 野 中 信 敬 ㊞
監査等委員 小 畑 　 元 ㊞
監査等委員 多 胡 英 文 ㊞

　（注）監査等委員野中信敬氏、小畑元氏、多胡英文氏は、会社法第2条第15
号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第5期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに内部留保と今後の
事業投資等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
1. 配当財産の種類
　　金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式1株につき金1円といたしたいと存じます。
　　なお、この場合の配当総額は、16,235,827円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
　　2022年6月27日といたしたいと存じます。
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現行定款 変更案

第3章　　株主総会 第3章　　株主総会
（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供)
第19条　当会社は、株主総会の招集に
際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類及び連結計算書類に記載また
は表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示すること
により株主に対して提供したものとみ
なすことができる。

（削除)

第２号議案 定款一部変更の件
　１．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書
きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資
料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更する
ものであります。
(１)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款
に定めることが義務付けられることから、変更案第19条第１項を新設するもの
であります。
(２)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第
19条）は、電子提供制度においては不要となるため、これを削除するものであ
ります。
(３)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のう
ち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で
定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第19条第２項を新
設するものであります。
(４)上記の新設・削除に伴い、規定の効力に関する附則を設けるものでありま
す。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2.変更の内容
　変更の内容は、次の通りです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示しております。)
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（新設) （電子提供措置等）
第19条　当会社は、株主総会の招集に
際し、株主総会参考書類等の内容であ
る情報について、電子提供措置をと
る。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部又
は一部について、議決権の基準日まで
に書面交付請求した株主に対して交付
する書面に記載しないことができる。

（新設) （附則）
（新設) （株主総会資料の電子提供に関する経

過措置）
第１条　変更前定款第19条（株主総会
参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）の削除及び変更後定款第19
条（電子提供措置等）の新設は、会社
法の一部を改正する法律（令和元年法
律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定の 施行の日である
2022年９月１日（以下「施行日」と
いう）から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日か
ら６か月以内の日を株主総会の日とす
る株主総会については、変更前定款第
19条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）はなお効力
を有する。
3.本条は、施行日から６か月を経過し
た日又は前項の株主総会の日から３か
月を経過した日のいずれか遅い日後に
これを削除する。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

1

さ さ き 　 べ 　 じ
佐 々 木 　 ベ 　 ジ

(1955年9月26日)

    2009年    9 月 フリージア・マクロス㈱取締役
会長（現任）

    2009年    9 月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現
任）

    2016年    6 月 技研興業㈱取締役会長兼管理本
部長（現任）

    2018年    1 月 当社代表取締役社長（現任）
    2019年    2 月 ㈱協和コンサルタンツ取締役

（現任）
    2020年    6 月 ソレキア㈱取締役顧問（現任）
    2021年    3 月 ㈱ラピーヌ代表取締役（現任）
    2021年    1 月　技研興業㈱代表取締役兼管理本

部長(現任)
27,000株

（重要な兼職の状況）
フリージア・マクロス株式会社取締役会長
株式会社ピコイ代表取締役
夢みつけ隊株式会社代表取締役
Daito Me Holdings Co.,LTD　董事長
株式会社セキサク代表取締役
技研興業株式会社代表取締役
フリージアホールディングス株式会社代表取締役
株式会社ユタカフードパック代表取締役
株式会社協和コンサルタンツ取締役
ソレキア株式会社取締役顧問
株式会社ラピーヌ代表取締役

【取締役候補者とした理由】
　経営者としての幅広い見識と豊富な経験、強いリーダシップと実行力を有している
ことから、当社グループの更なる企業価値向上に寄与するものと判断し、業務執行の
最高責任者として、引き続き取締役候補者といたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（2名）は、本総会終結の時を
もって任期満了となります。つきましては取締役2名の選任をお願いしたいと存
じます。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

2

ひ さ だ 　 と し か ず
久 田 　 利 一
(1955年3月20日)

1998年6月 フリージア・マクロス㈱取締役
　　　　　　　押出機事業本部長(現任)

-
（重要な兼職の状況）

フリージア・マクロス㈱取締役

【取締役候補者とした理由】
　長年にわたり製造技術責任者を努めた経験を有しており、その豊富な知見を活か
し、当社グループのさらなる技術力向上や、持続的な成長のため、経営手腕が発揮さ
れることを期待するものです。

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

フリージアグループ　本社ビル　１階
〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町１７番地
ＴＥＬ　03-6635-1839

首
都
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速
１
号
上
野
線

都営新宿線 岩本町駅
岩本町駅
都営新宿線　Ａ１出口

フリージアグループ
本社ビル　１階

なか卯

東日本銀行

山
手
線

セブンイレブン

神田駅
東京メトロ銀座線
３番出口

東
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メ
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線

神田駅
ＪＲ山手線
東口出口

みずほ銀行
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街
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田
駅

セブンイレブン

セブンイレブン

【交通】
・都営新宿線岩本町駅Ａ１出口 徒歩４分
・ＪＲ山手線神田駅東口出口 徒歩５分
・東京メトロ銀座線神田駅３番出口 徒歩５分


